
県
道

道
路
の
種
類

第

二

千

五

百

十

八

号

平

成

二

十

六

年

二

月

四

日

岩

井

高

山
線

停
車
場

路
線
名

高
山
市
江
名
子
町
三
○
九
五

番
地
先
か
ら

同

市
同

町
三
○
九
二

番
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� �･�〜�･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

(

火
曜
日)

��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

四
九
ペ
ー
ジ

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

四
九

○
保
安
林
の
指
定
解
除

(

中
濃
農
林
事
務
所)

五
〇

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

五
〇

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

五
一

○
基
本
測
量
の
終
了

(
用

地

課)

五
一

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
二
月
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
十
三
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
二
月
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日



県
道

道
路
の
種
類

岩

井

高

山
線

停
車
場

路
線
名

高
山
市
江
名
子
町
三
○
九
五
番
地

先
か
ら

同

市
同

町
三
○
九
二
番
地

先
ま
で

区

間��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

公

示

課
及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
十
四
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
三
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

美
濃
市
大
字
蕨
生
字
浅
野
平
一
八
二
の
二
、
一
八
二
の
五
、
一
八
三
の
四
か
ら
一
八
三
の
八
ま
で
、

一
八
四
の
二
、
一
八
四
の
四
、
一
八
四
の
五

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

落
石
の
危
険
の
防
止

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
つ
け
ち
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

三

代

表

者

の

氏

名

曽
我

啓
次

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
中
津
川
市
付
知
町
五
六
九
二
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
完
全
学
校
週
五
日
制
に
よ
る
子
ど
も
た
ち
の
休

日
の
有
効
活
用
、
並
び
に
付
知
町
の
中
津
川
市
へ
の
編
入
合
併
以

降
の
地
域
住
民
総
参
加
型
交
流
事
業
の
展
開
を
両
立
す
る
べ
く
、

約
六
、
八
〇
〇
人
に
上
る
付
知
住
民
及
び
周
辺
の
住
民
に
対
し
て
、

ス
ポ
ー
ツ
を
通
し
た
健
全
で
健
康
な
社
会
環
境
づ
く
り
、
競
争
意

欲
の
向
上
に
伴
う
競
技
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
、
そ
れ
に
多
彩
な
競
技

の
安
定
的
開
催
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
日
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東

濃

地

区

(

五
輪
第
１
池)

施
行
に
係
る
地
区
名

加

子

母

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

土

岐

市

役

所

縦

覧

場

所

中

津

川

市

役

所

縦

覧

場

所

平
成
二
六
・

二
・

四
か
ら

同

・

三
・

五
ま
で

縦

覧

期

間

平
成
二
六
・

二
・

四
か
ら

同

・

三
・

五
ま
で

縦

覧

期

間

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
二
一
世
紀
の
提
案
瑞
浪
芸
術
館

三

代

表

者

の

氏

名

近
藤

直
文

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
瑞
浪
市
稲
津
町
萩
原
一
二
二
〇
番
地
の
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
21
世
紀
は
ア
ー
ト
の
時
代
で
あ
り
そ
の
理
念
は

本
物
志
向
と
認
識
し
、
地
域
の
文
化
・
産
業
の
発
展
に
寄
与
で
き

る
文
化
セ
ン
ス
の
あ
る
人
材
の
育
成
を
目
指
し
、
誇
り
あ
る
も
の

づ
く
り
の
街
を
は
ぐ
く
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
一
月
十
四
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ご
き
げ
ん
さ
ん

三

代

表

者

の

氏

名

寺
井

有
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
可
児
市
長
坂
八
丁
目
一
九
八
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
助
け
合
い
と
非
営
利
活
動
の
精
神
を
生
か
し
、

地
域
の
高
齢
者
に
対
す
る
宅
老
所
を
中
心
と
す
る
老
人
介
護
、
相

互
扶
助
並
び
に
子
ど
も
に
対
す
る
託
児
所
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、

地
域
に
お
け
る
高
齢
者
及
び
子
ど
も
の
心
身
の
健
康
と
福
祉
の
増

進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
計
画
書
の

写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
計
画
書
の

写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
基
本
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
国
土
地
理
院

二

作
業
種
類
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基
本
測
量(

電
子
基
準
点
現
地
調
査)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
四
日
か
ら

同

年
十
二
月
二
十
七
日
ま
で

四

作
業
地
域

高
山
市
、
関
市
、
恵
那
市
、
飛
騨
市
、
本
巣
市
、
郡
上
市
、
下
呂
市
及
び
大
野
郡
白
川
村
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平
成
二
十
六
年
二
月
四
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


